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生活保護法介護券の様式変更及び 

介護報酬請求時の取扱いについて（通知） 

 

 

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素より生活保護法による介護扶助の運営にご協力いただき厚く御礼申し上

げます。 

この度、生活保護業務にて使用しております電算システムの変更により、介

護券の様式が一部変更となりますので、お知らせいたします。 

別紙（「介護券の見方と取扱いについて（令和元年 12月 23日交付分以降）」

１枚目、２枚目）を参照のうえ、介護報酬の請求を行っていただきますようお

願いします。 

担当：大分市福祉事務所 

   生活福祉課 医療担当班 

   佐野 

電話：０９７（５３７）５６２１ 

 



介護券の見方と取扱いについて（令和元年 12月 23日交付分以降） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❷ 

➊ 

❹ 

❷の受給者番号を国保連に提出する介護給

付費明細書の所定の欄へ記載してください。 

受給者番号は、変更となる場合がありますの

で、毎月確認をお願いします。 

サービス提供年月を示しています。 

記載している期間について、公費（生活

保護）請求が可能です。 

❹に記載している額を受給者本人から徴収した上で、国保連に提出する介護給付費明細書の所定

の欄へ記載してください。 

※被保険者（H 番号以外の者）の場合 

介護報酬総額の１割を越える額が記載されている場合は、介護報酬総額の１割の額を記載

してください。 

 ※被保険者以外の者（H 番号の者）の場合 

   介護報酬の総額を越える額が記載されている場合は、介護報酬総額を記載してください。 

➊の公費負担者番号を国保連に提出する

介護給付費明細書の所定の欄へ記載して

ください。 

国保連による審査・支払後、福祉事務所で点検を行います。その結果、➊❷❹の番号や額の転記誤り等があった場合には、過誤申立（請求取下）を行い、

正しい記載内容で、再請求を行っていただきます。 

また、福祉事務所の過誤申立等の消滅時効が５年であることから、介護券は請求後５年の間保管するようにお願いします。その後は、指定介護機関の責

任において処分をしてください。 

にお願いします。その後は、指定介護機関の責任において処分をしてください。 

るるるる焼却処分又るるるるるるるるるる処分るる願るるるるるるる 

 

❸ 

※➊～❹は、２枚目の介護給付費明細書の記載例の➊～❹に対応しています。 １枚目 



 

 

   ⑬公費分本人負担がある場合は、 

     【⑩保険請求額の１割分】－【⑬公費分本人負担】＝【⑫公費請求額】となります。 

         （4,185）        －      （2,053）     ＝（2,597） 

 

 

被保険者（H 番号以外の者）の場合の例を記載していますが、被保険者以外の者（H 番号の者）の場合についても、

➊❷❹を介護券から転記を行う点については、同様の取扱いです。 

 

施設サービスで本人支払額がある場合の介護給付費明細書の記載方法については、➊❷は同様の記載方法ですが、

❹の記載方法が異なります。ご不明な場合は、お問い合わせください。 

➊ 

❷ 

❹ 

介護給付費明細書の記載例（居宅サービス・被保険者（H 番号以外の者）の場合） 

 

❸ 

２枚目 


